[bookmark: _Hlk57799768]がんばろう萩！畜産用粗飼料等価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和４年９月28日

（目的）
第１条　この要綱は、新型コロナウイルス感染症や社会情勢の影響等による物価の高騰により、厳しい経営環境にある畜産農家に対し、粗飼料等の価格高騰分を補助し、経営の安定と事業の継続を図ることを目的とする。
（交付対象者）
第２条　この要綱において交付対象となる事業者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) [bookmark: _Hlk40953757][bookmark: _Hlk38992645] 市内に住所を有し、畜産業を営む者であること。法人等にあっては、市内に主たる事業所があり、畜産業を営む事業者であること。
(2)  令和元年以降に飼養家畜又は畜産物の販売実績があること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) 本人又はその者と現に同居し、若しくは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法等を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である暴力団等の反社会的勢力（暴力団、暴力団関係企業、総会屋等）でないこと。
(5) その他市長が特に必要と認める者
（交付額の算定方法）
第３条　令和４年４月１日から令和４年１２月３１日までの間に、事業者が購入し代金の支払いを完了した粗飼料及び濃厚飼料を対象に、別表のとおり交付額の算定を行うものとする。ただし、算定された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
（交付申請）
第４条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。)は、がんばろう萩！畜産用粗飼料等価格高騰対策事業交付申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1)  第２条第１項第２号に該当することが分かる書類
(2)  第３条に該当することが分かる書類
(3)  その他市長が必要と認める書類
２　申請期限は令和５年２月末日までとする。
[bookmark: j9][bookmark: j9_k1]（交付の決定）
第５条　市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、がんばろう萩！畜産用粗飼料等価格高騰対策事業補助金交付決定通知書（別記第２号様式）により、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
２　市長は、前条の規定により、申請のあった内容が適当でないと認めたときは、がんばろう萩！畜産用粗飼料等価格高騰対策事業補助金不交付決定通知書（別記第３号様式）により、申請者に通知するものとする。
[bookmark: j10][bookmark: j10_k1]（補助金の請求）
第６条　前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、がんばろう萩！畜産用粗飼料等価格高騰対策事業補助金請求書（別記第４号様式）を市長に提出するものとする。
[bookmark: j10_k1_g1][bookmark: j11][bookmark: j11_k1]（補助金の返還）
第７条　市長は、第５条の規定により、交付決定をした補助金において、申請内容に虚偽があった場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
２　市長は、前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消したときに、既に交付済みの補助金がある場合は、その全部又は一部の返還を申請者に命ずることができるものとする。
（その他）
第８条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。
[bookmark: f1]
附　則
[bookmark: _GoBack][bookmark: y1]　この要綱は、令和４年９月２８日から施行する。
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